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          社 会 福 祉 法 人 な い え 福 祉 会 定 款  

 

                 第  １  章    総      則  

 

    （ 目  的 ）  

 

  第   １   条   こ の 社 会 福 祉 法 人 （ 以 下 「 法 人 」 と い う 。 ） は 、 多 様 な 福 祉 サ  

 

           ー ビ ス が そ の 利 用 者 の 意 向 を 尊 重 し て 総 合 的 に 提 供 さ れ る よ う  

 

        創 意 工 夫 す る こ と に よ り 、 利 用 者 が 、 個 人 の 尊 厳 を 保 持 し つ つ 、  

 

                自 立 し た 生 活 を 地 域 社 会 に お い て 営 む こ と が で き る よ う 支 援 す  

 

                る こ と を 目 的 と し て 、 次 の 社 会 福 祉 事 業 を 行 う 。  

 

            ( 1 )  第 一 種 社 会 福 祉 事 業                                   

 

             障 が い 者 支 援 施 設 の 経 営  

 

               ( 2 )   第 二 種 社 会 福 祉 事 業  

 

                 ( ｲ )障 が い 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 経 営  

 

                 ( ﾛ )移 動 支 援 事 業 の 経 営  

 

    （ 名  称 ）  

 

  第  ２  条     こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 法 人 な い え 福 祉 会 と い う 。  

 

    （ 経 営 の 原 則 ）  

  

 第  ３  条   こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 事 業 の 主 た る 担 い 手 と し て ふ さ わ し い 事  

 

        業 を 確 実 、 効 果 的 か つ 適 正 に 行 う た め 、 自 主 的 に そ の 経 営 基 盤  

 

        の 強 化 を 図 る と と も に 、 そ の 提 供 す る 福 祉 サ ー ビ ス の 質 の 向 上  

 

        並 び に 事 業 経 営 の 透 明 性 の 確 保 を 図 り 、 も っ て 地 域 福 祉 の 推 進  

 

        に 努 め る も の と す る 。  

 

    （ 事 務 所 の 所 在 地 ）  

 第  ４  条     こ の 法 人 の 事 務 所 を 北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 東 奈 井 江 ７ ７ 番 地  

 

        に 置 く 。  

 



                      第  ２  章    役 員 及 び 職 員  

 

    （ 役 員 の 定 数 ）  

 

  第  ５  条     こ の 法 人 に は 、 次 の 役 員 を 置 く 。  

 

          （ １ ） 理  事      ６ 名  

 

           （ ２ ） 監  事       ２ 名  

 

         ２  理 事 の う ち １ 名 は 、 理 事 の 互 選 に よ り 理 事 長 と な る 。 理 事  

 

長 は 第 一 順 位 、 第 二 順 位 職 務 代 理 者 を 指 名 す る 。  

 

         ３  理 事 長 は 、 こ の 法 人 を 代 表 す る 。  

 

         ４  役 員 の 選 任 に 当 た っ て は 、 各 役 員 に つ い て 、 そ の 親 族 そ の  

 

          他 特 殊 の 関 係 が あ る 者 が 、 理 事 の う ち に １ 名 を 超 え て 含 ま  

 

          れ て は な ら ず 、 監 事 の う ち に こ れ ら の 者 が 含 ま れ て は な ら  

 

          な い 。  

 

   （ 役 員 の 任 期 ）  

 

  第  ６  条     役 員 の 任 期 は ２ 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 役 員 の 任 期 は 、 前 任  

 

        者 の 残 任 期 間 と す る 。  

 

         ２  役 員 は 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  

 

         ３  理 事 長 の 任 期 は 、 理 事 と し て 在 任 す る 期 間 と す る 。  

                                                         

    （ 役 員 の 選 任 等 ）  

 

 第   ７  条     理 事 は 、 評 議 員 会 に お い て 選 任 し 理 事 会 の 同 意 を 得 て 理 事 長 が  

 

委 嘱 す る 。  

 

           ２  監 事 は 評 議 員 会 に お い て 選 任 し 理 事 会 の 同 意 を 得 て 理 事 長  

 

が 委 嘱 す る 。  

 

        ３  監 事 は 、 こ の 法 人 の 理 事 、 評 議 員 、 職 員 及 び こ れ ら に 類 す  

 

          る 他 の 職 務 を 兼 任 す る こ と が で き な い 。  



 

  （ 役 員 報 酬 等 ）  

 

 第  ８  条     役 員 の 報 酬 に つ い て は 、 勤 務 実 態 に 即 し て 支 給 す る こ と と し 、  

 

        役 員 の 地 位 に あ る こ と の み に よ っ て は 、 支 給 し な い 。  

 

        ２  役 員 に は 費 用 を 弁 償 す る こ と が で き る 。  

 

        ３  前 ２ 項 に 関 し 必 要 な 事 項 は 、 理 事 会 の 議 決 を 経 て 、 理 事  

 

          長 が 別 に 定 め る 。  

 

    （ 理 事 会 ）  

 

  第  ９  条     こ の 法 人 の 業 務 の 決 定 は 、 理 事 を も っ て 組 織 す る 理 事 会 に よ っ  

 

           て 行 う 。 た だ し 、 日 常 の 業 務 と し て 理 事 会 が 定 め る も の に つ い  

 

        て は 理 事 長 が 専 決 し 、 こ れ を 理 事 会 に 報 告 す る 。  

 

         ２  理 事 会 は 、 理 事 長 が こ れ を 招 集 す る 。  

 

         ３  理 事 長 は 、 理 事 総 数 の ３ 分 の １ 以 上 の 理 事 又 は 監 事 か ら 会  

 

          議 に 付 議 す べ き 事 項 を 示 し て 理 事 会 の 招 集 を 請 求 さ れ た 場  

 

          合 に は 、 そ の 請 求 の あ っ た 日 か ら １ 週 間 以 内 に こ れ を 招 集  

 

          し な け れ ば な ら な い 。  

 

         ４  理 事 会 に 議 長 を 置 き 、 議 長 は そ の 都 度 選 任 す る 。  

 

         ５  理 事 会 は 、 理 事 総 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 出 席 が な け れ ば 、 そ  

 

          の 議 事 を 開 き 、 議 決 す る こ と が で き な い 。  

 

         ６  前 項 の 場 合 に お い て あ ら か じ め 書 面 を も っ て 欠 席 の 理 由 及  

 

び 理 事 会 に 付 議 さ れ る 事 項 に つ い て 意 思 を 表 示 し た 者 は 出  

 

席 と み な す 。  

          

７  理 事 会 の 議 事 は 、 法 令 に 特 別 の 定 め が な い 場 合 及 び こ の 定  

 

款 に 別 段 の 定 め が あ る 場 合 を 除 き 、 理 事 総 数 の 過 半 数 で 決  

定 し 、 可 否 同 数 の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  



 

８  理 事 会 の 決 議 に つ い て 、 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 理 事 は 、  

 

そ の 議 事 の 議 決 に 加 わ る 事 が で き な い 。  

 

９  議 長 及 び 理 事 会 に お い て 選 任 し た 理 事 ２ 名 は 、 理 事 会 の 議  

 

事 に つ い て 議 事 の 経 過 の 要 領 及 び そ の 結 果 を 記 載 し た 議 事  

 

録 を 作 成 し 、 こ れ に 署 名 又 は 記 名 押 印 し な け れ ば な ら な い 。  

 

    （ 理 事 長 の 職 務 の 代 理 ）  

 

  第  １ ０  条   理 事 長 に 事 故 あ る と き 、 又 は 欠 け た と き は 、 理 事 長 が あ ら か じ  

 

        め 指 名 す る 他 の 理 事 が 、 順 次 に 理 事 長 の 職 務 を 代 理 す る 。  

 

         ２  理 事 長 個 人 と 利 益 相 反 す る 行 為 と な る 事 項 及 び 双 方 代 理 と  

 

          な る 事 項 に つ い て は 、 理 事 会 に お い て 選 任 す る 他 の 理 事 が  

 

          理 事 長 の 職 務 を 代 理 す る 。  

 

    （ 監 事 に よ る 監 査 ）  

 

  第  １ １  条   監 事 は 、 理 事 の 業 務 執 行 の 状 況 及 び 法 人 の 財 産 の 状 況 を 監 査 し  

 

        な け れ ば な ら な い 。  

 

               ２  監 事 は 、 毎 年 定 期 的 に 監 査 報 告 書 を 作 成 し 、 理 事 会 、 評 議  

 

          員 会 及 び 北 海 道 知 事 に 報 告 す る も の と す る 。  

 

         ３  監 事 は 、 前 項 に 定 め る ほ か 、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、  

 

          理 事 会 及 び 評 議 員 会 に 出 席 し て 意 見 を 述 べ る も の と す る 。  

 

 

    （ 職  員 ）   

 

  第  １ ２  条  こ の 法 人 に 、 職 員 若 干 名 を 置 く 。  

 

         ２  こ の 法 人 の 設 置 経 営 す る 事 業 所 の 長 (以 下 「 統 括 管 理 者 」  

 

          と い う 。 )は 、 理 事 会 の 議 決 を 経 て 、 理 事 長 が 任 免 す る 。  

 

         ３  統 括 管 理 者 以 外 の 職 員 は 、 理 事 長 が 任 免 す る 。  



 

 

                     第  ３  章    評 議 員 及 び 評 議 員 会  

 

    （ 評 議 員 会 ）  

 

 第  １ ３  条  評 議 員 会 は 、 １ ３ 名 の 評 議 員 を も っ て 組 織 す る 。  

  

        ２  評 議 員 会 は 、 理 事 長 が 招 集 す る 。  

 

        ３  理 事 長 は 、 評 議 員 総 数 の ３ 分 の １ 以 上 の 評 議 員 又 は 監 事 か  

 

          ら 会 議 に 付 議 す べ き 事 項 を 示 し て 評 議 員 会 の 招 集 を 請 求 さ  

 

          れ た 場 合 に は 、 そ の 請 求 の あ っ た 日 か ら ２ ０ 日 以 内 に 、 こ

  

          れ を 招 集 し な け れ ば な ら な い 。  

 

        ４  評 議 員 会 に 議 長 を 置 く 。  

 

        ５  議 長 は 、 そ の 都 度 評 議 員 の 互 選 で 定 め る 。  

 

        ６  評 議 員 会 は 、 評 議 員 総 数 の 過 半 数 の 出 席 が な け れ ば 、 そ の  

 

          議 事 を 開 き 、 議 決 す る こ と が で き な い 。   

 

        ７  評 議 員 会 の 議 事 は 、 評 議 員 総 数 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数  

 

          の と き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

 

        ８  評 議 員 会 の 決 議 に つ い て 、 特 別 の 利 害 関 係 を 有 す る 評 議 員  

 

          は 、 そ の 議 事 の 議 決 に 加 わ る こ と が で き な い 。  

 

        ９  議 長 及 び 評 議 員 会 に お い て 選 任 し た 評 議 員 ２ 名 は 、 評 議 員  

 

          会 に 議 事 に つ い て 議 事 の 経 過 の 要 領 及 び そ の 結 果 を 記 載 し  

 

          た 議 事 録 を 作 成 し 、 こ れ に 署 名 又 は 記 名 押 印 し な け れ ば な  

 

          ら な い 。  

 

        １ ０  評 議 員 の 報 酬 に つ い て は 、 勤 務 実 態 に 即 し て 支 給 す る こ  

 

          と と し 、 評 議 員 の 地 位 に あ る こ と の み に よ っ て は 、 支 給 し  

 

          な い 。  



                

    （ 評 議 員 会 の 権 限 ）            

 

 第  １ ４  条  評 議 員 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 審 議 す る 。  

 

         ( 1） 予 算 、 決 算 、 基 本 財 産 の 処 分 、 事 業 計 画 及 び 事 業 報 告  

 

         ( 2） 予 算 外 の 新 た な 義 務 の 負 担 又 は 権 利 の 放 棄  

 

         ( 3） 定 款 の 変 更  

 

         ( 4） 合 併  

 

         ( 5） 解 散 （ 合 併 又 は 破 産 に よ る 解 散 を 除 く 。 以 下 こ の 条 に お  

 

           い て 同 じ 。 ）  

   

         ( 6） 解 散 し た 場 合 に お け る 残 余 財 産 の 帰 属 者 の 選 定  

 

         ( 7） そ の 他 、 こ の 法 人 の 業 務 に 関 す る 重 要 事 項 で 、 理 事 会 に  

 

           お い て 必 要 と 認 め る 事 項  

 

        ２  理 事 会 は 、 前 項 に 掲 げ る 事 項 を 決 定 し よ う と す る と き は 、  

 

          原 則 と し て 、 あ ら か じ め 評 議 員 会 の 意 見 を 聴 か な け れ ば な  

 

          ら な い 。  

 

  （ 同 前 ）        

         

 第  １ ５  条  評 議 員 会 は 、 こ の 法 人 の 業 務 若 し く は 財 産 の 状 況 又 は 役 員 の 業  

 

        務 執 行 の 状 況 に つ い て 、 役 員 に 対 し て 意 見 を 述 べ 若 し く は そ の  

 

        諮 問 に 答 え 又 は 役 員 か ら 報 告 を 徴 す る こ と が で き る 。     

     

  （ 評 議 員 の 資 格 等 ）  

 

  第  １ ６  条   評 議 員 は 、 社 会 福 祉 事 業 に 関 心 を 持 ち 、 又 は 学 識 経 験 あ る 者 で 、  

 

        こ の 法 人 の 趣 旨 に 賛 成 し て 協 力 す る 者 の 中 か ら 理 事 会 の 同 意 を  

 

        経 て 、 理 事 長 が こ れ を 委 嘱 す る 。                            

 

        ２  評 議 員 の 委 嘱 に 当 た っ て は 、 各 評 議 員 に つ い て 、 そ の 親 族  

 



          そ の 他 特 殊 の 関 係 が あ る 者 が ２ 名 を 超 え て 含 ま れ て は な ら  

 

          な い 。  

 

  （ 評 議 員 の 任 期 ）     

 

 第  １ ７  条  評 議 員 の 任 期 は ２ 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 評 議 員 の 任 期 は 、  

 

        前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

 

        ２  評 議 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。   

 

 

                      第  ４  章    資 産 及 び 会 計  

 

    （ 資 産 の 区 分 ）  

 

  第   １ ８   条   こ の 法 人 の 資 産 は 、 こ れ を 分 け て 基 本 財 産 と 運 用 財 産 の ２ 種 と  

 

        す る 。  

 

         ２  基 本 財 産 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 財 産 を も っ て 構 成 す る 。  

 

          ( 1 )現 金       1 , 0 0 0 , 0 0 0 円  

 

               ( 2 )北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 東 奈 井 江 ７ ７ 番 地 ５ 所 在 の 鉄 筋 コ  

 

                   ン ク リ ー ト 造 陸 屋 根 平 家 建  

 

                   障 が い 者 支 援 施 設  な い え  １ 棟 （ 1 , 8 7 9 . 4 6 ㎡ ）  

 

          ( 3 )北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 東 奈 井 江 ７ ７ 番 地 ２ 所 在 の ブ ロ ッ  

 

         ク 木 造 亜 鉛 メ ッ キ 鋼 板 葺 平 家 建  

 

            職 員 住 宅     １ 棟 （ 1 1 8 . 7 6 ㎡ ）  

 

          ( 4 )北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 東 奈 井 江 ７ ７ 番 地 ５ 所 在 の 鉄 骨 ・  

 

         鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 亜 鉛 メ ッ キ 鋼 板 葺 平 家 建  

 

            会 議 場 （ 地 域 交 流 ホ ー ム ）     １ 棟 （ 3 3 6 . 0 6 ㎡ ）  

 

               ( 5 )北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 東 奈 井 江 ７ ７ 番 地 ５ 所 在 の 木 造 亜  

 

         鉛 メ ッ キ 鋼 板 葺 ２ 階 建  

 



                  展 示 場 （ ポ プ ラ 館 ）  １ 棟 （ 4 1 . 3 9 ㎡ ）  

 

               ( 6 )北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 東 奈 井 江 ７ ７ 番 地 ５ 所 在 の 木 造 亜  

 

         鉛 メ ッ キ 鋼 板 葺 平 家 建  

 

                  作 業 所 (し い た け 工 房 )   １ 棟 ( 2 1 9 . 5 2 ㎡ )  

 

               ( 7 )北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 チ ャ シ ュ ナ イ 1 0 3 7 番 地 1 1 1  の 宅 地  

2 7 7 . 6 8 ㎡  

 

        ( 8 )北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 チ ャ シ ュ ナ イ 1 0 3 7 番 地 1 1 1  所 在  

 

         木 造 亜 鉛 メ ッ キ 鋼 板 葺 ２ 階 建  

 

         共 同 生 活 援 助 ・ 共 同 生 活 介 護 一 体 型   １ 棟 ( 1 3 4 . 1 0 ㎡ )  

 

               ( 9 )北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 奈 江 原 野 2 2 5 5 番 1  の 宅 地  

 

         6 2 6 . 8 3 ㎡  

 

        ( 1 0 )北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 奈 江 原 野 2 2 5 5 番 1  所 在 の  

 

          木 造 亜 鉛 メ ッ キ 鋼 板 葺 ２ 階 建  

 

          共 同 生 活 援 助 ・ 共 同 生 活 介 護 一 体 型   １ 棟 ( 1 3 6 . 0 1 ㎡ )  

 

               ( 1 1 )北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 奈 江 原 野 2 0 2 8 番 4 4  の 雑 種 地  

 

          1 1 8 2 ㎡  

 

               ( 1 2 )北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 奈 江 原 野 2 0 2 8 番 5 7  の 雑 種 地  

 

          4 8 ㎡  

 

               ( 1 3 )北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 奈 江 原 野 2 0 2 8 番 地 4 4、 2 0 2 8 番 地

5 7  

 

          所 在 の 木 造 亜 鉛 メ ッ キ 鋼 板 ぶ き 平 家 建  

 

          共 同 生 活 援 助 ・ 共 同 生 活 介 護 一 体 型   １ 棟 ( 2 6 6 . 6 4 ㎡ )  

 

        ( 1 4 )北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 奈 江 原 野 2 0 2 8 番 地 4 4  

 

所 在 の 木 造 亜 鉛 メ ッ キ 鋼 板 葺 平 家 建  

 

共 同 生 活 援 助 ・ 共 同 生 活 介 護 一 体 型   １ 棟 ( 2 1 0 . 5 4 ㎡ )  



 

( 1 5 )北 海 道 空 知 郡 奈 井 江 町 字 東 奈 井 江 7 7 番 地 5 所 在 の 木 造 亜  

 

鉛 メ ッ キ 鋼 板 ぶ き 平 家 建  

 

作 業 所 （ ゆ こ こ む ）  １ 棟 ( 1 4 4 . 9 1 ㎡ )  

 

         ３  運 用 財 産 は 、 基 本 財 産 以 外 の 財 産 と す る 。  

 

         ４  基 本 財 産 に 指 定 さ れ て 寄 附 さ れ た 金 品 は 、 速 や か に 第 ２ 項  

 

          に 掲 げ る た め 、 必 要 な 手 続 を と ら な け れ ば な ら な い 。  

 

    （ 基 本 財 産 の 処 分 ）  

 

  第  １ ９  条   基 本 財 産 を 処 分 し 、 又 は 担 保 に 供 し よ う と す る と き は 、 理 事 総  

 

                数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 同 意 を 得 て 、 北 海 道 知 事 の 承 認 を 得 な け れ  

 

                ば な ら な い 。 た だ し 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に は 、 北 海 道 知 事  

 

        の 承 認 は 必 要 と し な い 。  

 

               ( 1 )独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 に 対 し て 基 本 財 産 を 担 保 に 供 す  

 

         る 場 合  

 

               ( 2 )独 立 行 政 法 人 福 祉 医 療 機 構 と 協 調 融 資 （ 独 立 行 政 法 人 福 祉  

 

         医 療 機 構 の 福 祉 貸 付 が 行 う 施 設 整 備 の た め の 資 金 に 対 す る  

 

         融 資 と 併 せ て 行 う 同 一 の 財 産 を 担 保 と す る 当 該 施 設 整 備 の  

 

         た め の 資 金 に 対 す る 融 資 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） に 関 す る 契  

 

         約 を 結 ん だ 民 間 金 融 機 関 に 対 し て 基 本 財 産 を 担 保 に 供 す る  

 

         場 合 （ 協 調 融 資 に か か る 担 保 に 限 る 。 ）  

 

    （ 資 産 の 管 理 ）  

 

  第  ２ ０  条   こ の 法 人 の 資 産 は 、 理 事 会 の 定 め る 方 法 に よ り 、 理 事 長 が 管 理  

 

                す る 。  

 

          ２  資 産 の う ち 現 金 は 、 確 実 な 金 融 機 関 に 預 け 入 れ 、 確 実 な 信  

 



                    託 会 社 に 信 託 し 、 又 は 確 実 な 有 価 証 券 に 換 え て 、 保 管 す る 。  

 

    （ 特 別 会 計 ）  

 

  第  ２ １  条   こ の 法 人 は 、 特 別 会 計 を 設 け る こ と が で き る 。  

 

    （ 予  算 ）  

 

  第  ２ ２   条   こ の 法 人 の 予 算 は 、 毎 会 計 年 度 開 始 前 に 、 理 事 長 に お い て 編 成  

 

        し 、 理 事 総 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 同 意 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

 

    （ 決  算 ）                            

 

  第  ２ ３  条   こ の 法 人 の 事 業 報 告 書 、 財 産 目 録 、 貸 借 対 照 表 及 び 収 支 計 算 書  

 

        は 、 毎 会 計 年 度 終 了 後 ２ 月 以 内 に 理 事 長 に お い て 作 成 し 、 監 事  

 

        の 監 査 を 経 て か ら 、 理 事 会 の 認 定 を 得 な け れ ば な ら な い 。  

 

                ２  前 項 の 認 定 を 受 け た 書 類 及 び こ れ に 関 す る 監 事 の 意 見 を 記  

 

          載 し た 書 面 に つ い て は 、 各 事 務 所 に 備 え 置 く と と も に 、 こ  

 

          の 法 人 が 提 供 す る 福 祉 サ ー ビ ス の 利 用 を 希 望 す る 者 そ の 他  

 

          の 利 害 関 係 人 か ら 請 求 が あ っ た 場 合 に は 、 正 当 な 理 由 が あ  

 

          る 場 合 を 除 い て 、 こ れ を 閲 覧 に 供 し な け れ ば な ら な い 。   

 

         ３  会 計 の 決 算 上 繰 越 金 を 生 じ た と き は 、 次 会 計 年 度 に 繰 り 越  

 

          す も の と す る 。 た だ し 、 必 要 な 場 合 に は 、 そ の 全 部 又 は 一  

 

          部 を 基 本 財 産 に 編 入 す る こ と が で き る 。  

 

    （ 会 計 年 度 ）  

 

  第  ２ ４  条   こ の 法 人 の 会 計 年 度 は 、 毎 年 ４ 月 １ 日 に 始 ま り 、 翌 年 ３ 月 ３ １  

 

        日 を も っ て 終 わ る 。  

 

    （ 会 計 処 理 の 基 準 ）  

 

  第  ２ ５  条   こ の 法 人 の 会 計 に 関 し て は 、 法 令 等 及 び こ の 定 款 に 定 め の あ る  

 

        も の の ほ か 、 理 事 会 に お い て 定 め る 経 理 規 程 に よ り 処 理 す る 。  



 

    （ 臨 機 の 措 置 ）  

 

  第  ２ ６  条   予 算 を も っ て 定 め る も の の ほ か 、 新 た に 義 務 の 負 担 を し 、 又 は  

 

        権 利 の 放 棄 を し よ う と す る と き は 、 理 事 総 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の  

 

        同 意 が な け れ ば な ら な い 。  

 

 

 

                      第  ４  章    解 散 及 び 合 併  

 

    （ 解  散 ）  

 

  第  ２ ７  条   こ の 法 人 は 、 社 会 福 祉 法 第 ４ ６ 条 第 １ 項 第 １ 号 及 び 第 ３ 号 か ら  

 

        第 ６ 号 ま で の 解 散 事 由 に よ り 解 散 す る 。  

 

    （ 残 余 財 産 の 帰 属 ）  

 

  第  ２ ８  条   解 散 （ 合 併 又 は 破 産 に よ る 解 散 を 除 く 。 ） し た 場 合 に お け る 残  

 

        余 財 産 は 、 理 事 総 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 同 意 に よ っ て 社 会 福 祉 法  

 

        人 の う ち か ら 選 出 さ れ た も の に 帰 属 す る 。  

    （ 合  併 ）  

 

  第  ２ ９  条   合 併 し よ う と す る と き は 、 理 事 総 数 の ３ 分 の ２ 以 上 の 同 意 を 得  

 

        て 、 北 海 道 知 事 の 認 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。  

 

 

                       第  ５  章    定 款 の 変 更  

 

    （ 定 款 の 変 更 ）  

 

  第  ３ ０  条   こ の 定 款 を 変 更 し よ う と す る と き は 、 理 事 総 数 の ３ 分 の ２ 以 上  

 

        の 同 意 を 得 て 、 北 海 道 知 事 の 認 可 （ 社 会 福 祉 法 第 ４ ３ 条 第 １ 項  

 

        に 規 定 す る 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る も の を 除 く 。 ） を  

 

        受 け な け れ ば な ら な い 。  

 

         ２  前 項 の 厚 生 労 働 省 令 で 定 め る 事 項 に 係 る 定 款 の 変 更 を し た  

 



          と き は 、 遅 滞 な く そ の 旨 を 北 海 道 知 事 に 届 け 出 な け れ ば な  

 

          ら な い 。  

 

 

 

                    第  ６  章    公 告 の 方 法 そ の 他  

 

    （ 公 告 の 方 法 ）  

 

  第  ３ １  条   こ の 法 人 の 公 告 は 、 社 会 福 祉 法 人 奈 井 江 学 園 の 掲 示 場 に 掲 示 す  

 

        る と と も に 、 官 報 又 は 新 聞 に 掲 載 し て 行 う 。  

 

    （ 施 行 細 則 ）  

 

  第  ３ ２  条   こ の 定 款 の 施 行 に つ い て の 細 則 は 、 理 事 会 に お い て 定 め る 。  

 

 

 

 

 

 

         附  則  

 

   こ の 法 人 の 設 立 当 初 の 役 員 は 、 次 の と お り と す る 。 た だ し 、 こ の 法 人 の 成  

 

  立 後 遅 滞 な く 、 こ の 定 款 に 基 づ き 、 役 員 の 選 任 を 行 う も の と す る 。  

 

 

 

                 理  事  長         山   岸   幸   雄  
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                     〃         蝦   名   徳   宝  
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                 監    事         竹   重   富   男  
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